
労働安全衛生法改正の主なポイント

について（陸運業関係）

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

令和８( 2026 ) 年１月１日から段階的に施行※ されます
※ 一 部 は 公 布 日 （ 令 和 ７ 年 ５ 月 14  日 ） に 施 行 済 み

（１）注文者等の配慮 R7.5.14施行

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに

対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広

く適用されることを明確化しました。

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 R８.4.1施行

政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置

について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

（3）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

作業場所管理事業者（ 仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものを

いいます。） に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれか

が、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置

を講ずることが義務付けられました。

１ 個人事業者等の安全衛生対策の推進  

2 特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化   R8.1.1施行

フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査について、基準を定

め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないこととされました。

また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不                                                                         

正に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収命

令、欠格期間の延長が規定されました。



４ 高 年 齢 労 働 者 の 労 働 災 害 防 止 の 推 進 R8.4.1施行

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改

善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるこ

ととしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があ りま

す。

R8.4.1施行治療と仕事の両立支援の推進

職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努

力義務となりました。

また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとし て

おり、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
R8.1作成

「  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関す る法律」  も 改正されました

3 職場のメ ン タルヘルス対策の推進
公布後３年以内に政令で定める日から施行

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数５０人未                                                                        

満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けら

れました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即

したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による                                                                        

高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充な

どの支援を進めていきます。

医師の面接指導
集団分析

職場環境改善

メンタルヘルス不調の未然防止

【ストレスチェック制度の流れ】
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